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司法試験委員会会議（第５６回）議事要旨

（司法試験委員会庶務担当）

１ 日時

平成２１年６月３日（水）１５：１５～１７：１５

２ 場所

法務省第一会議室

３ 出席者

○ 司法試験委員会

（委員長）髙橋宏志

（ ） ， ， ， ， ， （ ）委 員 奥田隆文 木村光江 酒井彦 鈴木誠二 羽間京子 松島 洋 敬称略

（幹 事）小山太士（議題（６）のみ出席）

○ 司法試験委員会庶務担当（法務省大臣官房人事課)

林 眞琴人事課長，中村芳生人事課付，山口久枝人事課付，遠藤洋一試験管理官

４ 議題

(1) 平成２１年度旧司法試験第二次試験短答式試験合格者の決定について（協議）

(2) 平成２１年度旧司法試験第二次試験短答式試験における不正受験者の取扱いについて

（協議）

(3) 平成２１年新司法試験短答式試験の合格に必要な成績の決定について（協議）

(4) 平成２１年新司法試験の実施状況について(報告)

(5) 平成２１年新司法試験考査委員の推薦について（協議）

(6) 選択科目の見直しについて（報告）

(7) その他報告案件

(8) 次回開催日程等について（説明）

５ 配布資料

資料１ 短答式試験の受験期間別受験者数調（平成１７～２１年度）

資料２ 平成２１年新司法試験受験状況

資料３ 選択科目の見直しに関する資料集目次

資料４ 選択科目の検討基準・検討対象科目

資料５ 科目別大学合計数等（平成１９年）

資料６ 平成１８～２０年新司法試験受験状況（選択科目別）

資料７ 法科大学院における教育の質の改善について（法科大学院協会調査結果）

６ 議事等

(1) 平成２１年度旧司法試験第二次試験短答式試験合格者の決定について（協議）

○ 平成２１年度旧司法試験第二次試験短答式試験について，及落判定考査委員会議の

， ， ， 。判定に基づき 合格点４８点以上の １ ５９９名を合格者とすることが決定された
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○ 「旧司法試験の受験手続及び運営に関する規則」第１０条に基づく合格者の受験番

号の官報公告は，６月１７日（水）付け官報により行うこととされた。

○ 事務局から，資料１に基づき，旧司法試験第二次試験短答式試験の受験期間別及び

職業別受験者数について，報告がなされた。

(2) 平成２１年度旧司法試験第二次試験短答式試験における不正受験者の取扱いについて

（協議）

○ 事務局から，平成２１年度旧司法試験第二次試験短答式試験において，参考書を参

照するなどの不正行為が発覚した件について，報告がなされた。

○ 協議の結果，当該不正行為を行った受験者に対し，４年間司法試験及び予備試験を

受けることができないものとする旨，処分に先立って通知し，行政手続法に基づく弁

明の機会を付与することとされた。

(3) 平成２１年新司法試験短答式試験の合格に必要な成績の決定について（協議）

○ 考査委員会議において，平成２１年新司法試験短答式試験について，短答式試験の

各科目において満点の４０パーセント点以上の成績を得た者のうち，各科目の合計得

点が２１５点以上の成績を得た者を短答式試験の合格に必要な成績を得た者とするこ

と，１日目３時限目に実施された短答式試験刑事系科目に際し，広島試験地の試験室

（受験者６９名）において，監督員が試験終了時刻の約１分前に試験の終了を告げた

ことにより，適正な試験時間の確保がなされなかったことについて，上記試験室で受

験した受験者全員につき，短答式試験刑事系科目の得点として３点を加算することと

されたこと，これに基づき，新たに短答式試験の合格に必要な成績に達することとな

った１名を加えた，５，０５５名を短答式試験の合格に必要な成績を得た者とする旨

の判定がなされたことについて，事務局から報告がなされた。

協議の結果，平成２１年新司法試験短答式試験について，考査委員会議の判定に基

づき，短答式試験の各科目において満点の４０パーセント点以上の成績を得た者のう

ち，各科目の合計得点が２１５点以上の成績を得た，５，０５５名を短答式試験の合

格に必要な成績を得た者とする決定がなされた。

(4) 平成２１年新司法試験の実施状況について(報告)

○ 事務局から，平成２１年新司法試験の実施状況について，資料２のとおり報告がな

された。

(5) 平成２１年新司法試験考査委員の推薦について(協議)

○ 平成２１年新司法試験考査委員として別紙記載の者を法務大臣に推薦することが決

定された。

(6) 選択科目の見直しについて（報告）

【高橋委員長】選択科目の見直しについて，小山幹事から，検討状況の御報告をお願い

します。

【小山幹事】幹事における選択科目見直しの検討状況について御報告させていただきま
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す。

， ， ，幹事におきましては 前回の司法試験委員会において御報告した後も 引き続き

検討を行ってまいりました。

まず，検討に当たっての基準として考えられるものについて御説明させていただ

きます。

平成２０年３月２５日閣議決定「規制改革推進のための３か年計画（改定 ，）」

平成１６年８月２日司法試験委員会の法務大臣への答申「平成１８年から実施され

る司法試験における論文式による筆記試験の科目（専門的な法律の分野に関する科

目）の選定について」等に基づき，①実務的な重要性や社会におけるニーズの高さ

②法科大学院における科目開設状況③科目としての範囲の明確性や体系化・標準化

の状況④新司法試験の実施状況（各選択科目の受験者数，難易度のばらつき，出題

内容についての独自性の程度等）⑤司法修習の状況⑥パブリックコメントの結果が

検討基準と考えられます。

， ， （ ，検討対象としている科目については まず 現行の選択科目８科目 知的財産法

労働法，租税法，倒産法，経済法，国際関係法（公法系 ，国際関係法（私法系））

及び環境法）について検討しております。その他の科目としましては，消費者関係

法，医療と法，金融関係法，社会保障法，法哲学，法理学，法社会学，法と経済学

などについて検討しております。

本日は，これまでに幹事において収集した資料をまとめたものを御用意させてい

ただきました。この資料集には目次（資料３）を付けております。今御説明した検

討基準に関連するものを中心に，選択科目選定の判断に資すると思われる情報を収

集してまいりました。本日提出させていただいた資料集のうち，法科大学院での設

置科目，単位取得者数の状況等を示す「科目別大学合計数」は，平成１９年につい

ての結果であり，現在，平成２０年の結果については，単位取得者数の集計作業を

行っているところですので，次回以降に御報告させていただきたいと思います。

まず，現行の８科目について，これまでに収集した資料の内容を，御説明いたし

ます。

最初に「知的財産法」についてですが，先程の検討基準の実務的な重要性や社会

におけるニーズの高さというところに関連する事項を挙げてみますと，平成１９年

の特許出願件数は３９万６，２９１件となっております。また，知的財産高等裁判

所が設置されているほか，地方裁判所には専門部，集中部が設けられており，全国

での平成１９年の知的財産権関係民事第１審通常訴訟の新受件数は４９６件となっ

ております。企業への調査結果では，弁護士を利用したい業務として知的財産関係

が挙げられております。また，法科大学院における科目開設状況でございますが，

平成１９年の法科大学院の講座開設数について，２単位以上の法科大学院が７４校

で，単位取得者は３，５７４人となっております。司法修習についても，知的財産

が選択型実務修習プログラムで取り上げられるなどしております。

次に「労働法」についてですが，実務的重要性やニーズにつきましては，労働審

判法が施行されております。１２の地方裁判所に専門部，集中部が置かれ，平成１

９年の労働審判事件新受件数は１，４９４件，全国の地裁での労働関係民事第１審

通常訴訟新受件数は２，２９２件となっており，労働相談件数が９９万７，２３７
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件，労働局長による助言，指導申出件数が６，６５２件と多数になっております。

紛争調整委員会による平成１９年の斡旋申請受理件数は７，１４６件となっており

ます。法科大学院における講座開設数ですが，２単位以上の法科大学院が７３校，

単位取得者数は４，６５０人となっております。また，東京地方裁判所において，

選択型実務修習として労働事件に関するプログラムが行われております。

次に「租税法」についてですが，実務的な重要性やニーズにつきましては，国税

不服審判所が設置され，平成１９年の審査請求発生件数は２，７５５件となってお

ります。裁判所には，専門部，集中部が設置されており，平成１９年度には，国を

被告とする訴訟提起件数が３４５件，異議申立件数は４，６９０件となっておりま

す。法科大学院における講座開設数ですが，２単位以上の法科大学院が６８校であ

り，単位取得者数は１，７０８人となっております。司法試験の実施状況にも問題

はないものと思われます。東京地方裁判所では，選択型実務修習として，行政事件

に関するプログラムが実施されており，その中で租税事件も扱われています。

次に「倒産法」についてですが，実務的な重要性やニーズにつきましては，２１

の裁判所に専門部，集中部が置かれており，平成１９年の新受件数は，破産事件１

５万７，８８９件，再生事件６５４件，小規模個人再生事件２万４，５８６件，給

与所得者等再生事件３，０８６件，会社更生事件１９件です。企業への調査結果で

も重視されているという調査結果があります。法科大学院における講座開設数は，

２単位以上の法科大学院が６９校あり，単位取得者数は，３，６６９人となってお

ります。司法試験実施状況に問題はありません。さらに，東京地方裁判所におきま

しては，破産・再生事件に関するプログラムが選択型実務修習として実施されてお

ります。

次に「経済法」についてですが，実務的な重要性やニーズにつきまして，公正取

引委員会での取扱件数ですが，警告を行った件数１０件，課徴金納付命令件数１６

， ， ，５件 審判手続が開始されたもの１９件 新たに提起された審決取消請求訴訟７件

差止請求事件２件，損害賠償請求事件１件となっております。また，公正取引委員

会への相談件数も，独占禁止法に関する事業者の相談件数１，８９７件など多数と

なっております。検討基準②以降につきましては，法科大学院での講座開設数です

が，２単位以上の法科大学院が６８校であり，単位取得者数は１，９８５人となっ

ております。司法試験の実施状況についても特に問題は認められません。また，東

京弁護士会で選択型実務修習として，独占禁止法に関するプログラムが行われてお

ります。

次に「国際関係法（公法系 」についてですが，まず，実務的な重要性やニーズ）

につきまして，現在の国際関係では多様な国際問題が発生していますので，国家相

互間の権限の調整や，共通利益の実現等が，ますます重要となっております。我が

国においても条約を締結したり，国際会議を開催するなどしております。また「司

法制度改革審議会意見書」では，弁護士が公的機関や国際機関などに進出して，そ

の健全な運営に貢献することを期待するとしております。法科大学院における講座

開設状況ですが，２単位以上の法科大学院が６３校，単位取得者数は１，８３７人

となっております。また，法務省において，選択型実務修習として，修習生に対す

る法務行政プログラムの中で，国連アジア極東犯罪防止研修所の業務内容や国際会
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議の状況，条約と立法との関係等の説明を行うなどの講義を行っております。試験

の実施状況についても，問題が生じているような状況ではございませんでした。

次に「国際関係法（私法系 」についてですが，実務的な重要性やニーズにつき）

ましては，国際物品売買契約に関する国連条約が平成２１年８月１日に発効し，外

国等に対する我が国の民事裁判権に関する法律案が国会に提出されております。ま

た貿易統計では，平成１９年における輸出総額が８３兆９，３１４億円，輸入総額

が７３兆１，３５９億円となっており，国際取引の多さが認められます。また，平

成１９年の家事渉外事件の新受件数が７，４７０件となっております。法科大学院

， ， ，における講座開設状況ですが ２単位以上の法科大学院が７０校 単位取得者は２

２６９人となっております。司法試験の実施状況にも問題がないと思われます。ま

た，弁護士会で「渉外」と題する選択型実務修習プログラムを実施しております。

最後に「環境法」についてですが，実務的な重要性，ニーズにつきまして，平成

１８年度の公害苦情の件数ですが，騒音１万７，１９２件，振動３，６１５件，悪

臭１万８，８０５件となっており，平成１９年に公害等調整委員会が受理した公害

紛争事件は５件，都道府県公害審査会が受理した公害紛争事件は３８件となってお

ります。また，平成１９年の環境犯罪の検挙件数は７，４３５件，検察庁の受理人

員は９，６６０件，平成１９年の公害関係訴訟の第１審通常訴訟新受件数は６２件

となっております。法科大学院における講座開設数は，２単位以上の法科大学院が

６５校，単位取得者は２，１３１人となっております。なお，環境法の範囲として

は，環境基本法の体系に属する法律を対象とし，これらに関する環境問題をめぐる

訴訟及び法政策です。司法試験の実施状況に問題があるという意見はありませんで

した。また，環境法については，東京弁護士会等で，選択型実務修習として公害・

環境に関するプログラムを実施しております。

今御報告しましたのは，現時点での幹事における収集した情報に基づく内容です

ので，当委員会での協議等を踏まえて，更に検討をしてまいりたいと考えておりま

す。

また，現行８科目以外の科目についても同様に検討しているところです。

「消費者法」と「法と経済学」については，選択科目に入れるべきであるとの意

見書が出ています。

現在までの資料の収集と検討の状況については以上です。

【高橋委員長】幹事会の報告に対して質問等はございませんか。

【松島委員】消費者法を新たに入れるかどうかに当たって，民法との関係で範囲が明確

でないという指摘があると思うのですが，環境法についても，行政法や民法と重な

るのではないかという問題があると思うのですが，いかがでしょうか。

【小山幹事】範囲の重なりの問題ですが，消費者法や環境法に対しての御指摘も承知し

ておりますが，消費者法の場合，たとえば，消費者法という範疇で中核になりそう

な，消費者契約法，割賦販売法などは，現在の司法試験用法文において 「民事系，

科目」として登載されております。また，債権法が広がりを見せており，消費者問

題は債権法の各論の部分に取り込まれる方向の議論が出ております。そのような点

で，環境法と行政法等との重なりと，消費者法の重なりの問題は，必ずしも同列で

はないかもしれません。
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【高橋委員長】国際関係法（公法系）の出題範囲について，範囲がその前の独占禁止法

などと比べるとやや広いのかなと感じますが。

【小山幹事】重要な科目と思われる国際関係法（公法系）の受験者が何故伸びないかと

いう点から，国際経済法が問われる点で若干敬遠されているのではないかと感じて

おります。

【奥田委員】国際関係法（公法系）の受験者数の少なさが気になります。

【松島委員】だいぶ前の話ですが，国際私法と国際公法は司法試験の選択科目であった

ときがありますよね。その当時の国際公法はどのくらいの受験者が選択していたの

でしょうか。

【高橋委員長】確か，その当時はかなり選択者がいたと思います。

【松島委員】やはり国際経済法が入るというのが，範囲が広いという意味で敬遠されて

いる理由なんでしょうか。重要性は分かりますし，私も国際法整備支援とかやって

おりまして，大学で興味を持っている人がいるにも関わらず，受験者数が少ないの

は疑問に思っております。国際経済法学会というものが確か十数年前に設立されま

して私も所属したことがありますが，国際公法の基本というものではない非常に難

しい点も多々ありましたので，司法試験の段階でそこまでいるかどうかの検討も必

要かと思います。また，消費者法につきましては，司法試験の問題としては，かな

り細かい分野ごとに研究されすぎていて，法の基本の習得という点からは離れてい

るという面があるかもしれません。

【高橋委員長】他に意見等ありますでしょうか。それでは，今後も検討を進めていただ

いて，御報告いただき，更に協議を行っていきたいと思います。

(7) その他報告案件

○ 事務局から，資料７の「法科大学院における教育の質の改善について」について，

報告がなされた。

(8) 次回開催日程等について（説明）

○ 次回の司法試験委員会は，本年８月上旬ころに開催することが確認された。

（以上）



別　紙　　

大　林　文　敏 憲　　　法 愛知大学法学部・大学院法務研究科教授

岡　田　俊　幸 憲　　　法 日本大学大学院法務研究科教授

加　藤　　　裕 憲　　　法 法務総合研究所教官

鎌　田　隆　志 憲　　　法 法務省保護局参事官

川　岸　令　和 憲　　　法 早稲田大学政治経済学術院・大学院法務研究科教授

小　杉　公　一 憲　　　法 弁護士（東京弁護士会）

永　田　秀　樹 憲　　　法 関西学院大学大学院司法研究科教授

野　坂　泰　司 憲　　　法 学習院大学専門職大学院法務研究科教授

矢　島　基　美 憲　　　法 上智大学法学部教授

山　本　悦　夫 憲　　　法 熊本大学大学院法曹養成研究科教授

横　田　希代子 憲　　　法 法務省人権擁護局参事官

秋　山　壽　延 行　政　法 元東京高等裁判所部総括判事

岩　尾　信　行 行　政　法 法務省入国管理局総務課長

岡　田　正　則 行　政　法 早稲田大学大学院法務研究科教授

佐　伯　祐　二 行　政　法 広島大学大学院法務研究科教授

佐　竹　　　毅 行　政　法 法務省大臣官房秘書課付

中　込　秀　樹 行　政　法 元名古屋高等裁判所長官

松　田　研　一 行　政　法 弁護士（第一東京弁護士会）

山　田　　　洋 行　政　法 一橋大学大学院法学研究科教授

山　本　隆　司 行　政　法 東京大学大学院法学政治学研究科教授

米　丸　恒　治 行　政　法 神戸大学大学院法学研究科教授

人　見　　　剛 行　政　法 北海道大学大学院法学研究科教授

岡　本　正　治 民　　　法 弁護士（大阪弁護士会）

工　藤　祐　巌 民　　　法 明治大学法科大学院法務研究科教授

滝　沢　昌　彦 民　　　法 一橋大学大学院法学研究科教授

千　葉　惠美子 民　　　法 名古屋大学大学院法学研究科教授

野　澤　正　充 民　　　法 立教大学大学院法務研究科教授

星　野　雅　紀 民　　　法 元千葉家庭裁判所長

升　田　　　純 民　　　法 元東京高等裁判所判事

松　岡　久　和 民　　　法 京都大学大学院法学研究科教授

松　本　伸　也 民　　　法 弁護士（第二東京弁護士会）

水　野　　　謙 民　　　法 学習院大学法学部教授

宮　地　裕　美 民　　　法 法務総合研究所教官

阿　多　博　文 商　　　法 弁護士（大阪弁護士会）

小　林　　　量 商　　　法 名古屋大学大学院法学研究科教授

志　谷　匡　史 商　　　法 神戸大学大学院法学研究科教授

柴　田　和　史 商　　　法 法政大学大学院法務研究科教授

竹　濵　　　修 商　　　法 立命館大学法学部教授

手　塚　裕　之 商　　　法 弁護士（第一東京弁護士会）

鳥　山　恭　一 商　　　法 早稲田大学大学院法務研究科教授

中　島　　　肇 商　　　法 元東京高等裁判所判事

野　田　　　博 商　　　法 一橋大学大学院法学研究科教授
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濱　　　克　彦 商　　　法 法務省大臣官房人事課付

山　田　純　子 商　　　法 甲南大学大学院法学研究科教授

伊　藤　清　隆 民事訴訟法 法務省大臣官房民事訟務課付

宇　野　　　聡 民事訴訟法 関西学院大学大学院司法研究科教授

草　野　芳　郎 民事訴訟法 元広島高等裁判所部総括判事

越　山　和　広 民事訴訟法 関西大学大学院法務研究科教授

下　村　眞　美 民事訴訟法 大阪大学大学院高等司法研究科教授

髙　田　昌　宏 民事訴訟法 大阪市立大学大学院法学研究科・法学部教授

勅使川原　和彦 民事訴訟法 早稲田大学大学院法務研究科教授

中　田　昭　孝 民事訴訟法 元大阪家庭裁判所長

西　澤　宗　英 民事訴訟法 青山学院大学法学部教授

原　　　　　強 民事訴訟法 上智大学大学院法学研究科教授

藤　田　広　美 民事訴訟法 元東京地方裁判所判事

上　嶌　一　高 刑　　　法 神戸大学大学院法学研究科教授

川　北　哲　義 刑　　　法 司法研修所教官［検事］

木　田　卓　寿 刑　　　法 弁護士（東京弁護士会）

佐久間　　　修 刑　　　法 大阪大学大学院高等司法研究科教授

塩　見　　　淳 刑　　　法 京都大学大学院法学研究科教授

高　橋　則　夫 刑　　　法 早稲田大学大学院法務研究科教授

龍　岡　資　晃 刑　　　法 元福岡高等裁判所長官

橋　本　正　博 刑　　　法 一橋大学大学院法学研究科教授

林　　　美月子 刑　　　法 立教大学法学部教授

林　　　陽　一 刑　　　法 千葉大学大学院専門法務研究科教授

和　田　雅　樹 刑　　　法 法務省刑事局国際課長

川　上　拓　一 刑事訴訟法 元さいたま地方裁判所部総括判事

川　原　隆　司 刑事訴訟法 法務省刑事局総務課裁判員制度啓発推進室長

小　松　初　男 刑事訴訟法 弁護士（第二東京弁護士会）

洲　見　光　男 刑事訴訟法 同志社大学法学部・大学院法学研究科教授

千　田　恵　介 刑事訴訟法 東京大学大学院法学政治学研究科教授

髙　岡　信　男 刑事訴訟法 弁護士（東京弁護士会）

田　中　　　開 刑事訴訟法 法政大学大学院法務研究科教授

寺　崎　嘉　博 刑事訴訟法 早稲田大学大学院法務研究科教授

中　村　葉　子 刑事訴訟法 司法研修所教官［検事］

安　村　　　勉 刑事訴訟法 千葉大学大学院専門法務研究科教授

小野瀬　　　厚 倒　産　法 法務省民事局民事第二課長

田　頭　章　一 倒　産　法 上智大学大学院法学研究科教授

松　下　淳　一 倒　産　法 東京大学大学院法学政治学研究科教授

初　又　且　敏 知的財産法 法務省刑事局付

太　田　恒　久 労　働　法 弁護士（第一東京弁護士会）

奥　山　明　良 労　働　法 成城大学法学部教授

島　田　陽　一 労　働　法 早稲田大学大学院法務研究科教授

高　橋　孝　一 労　働　法 中央労働委員会事務局第三部会担当審査総括室付審査官

福　岡　右　武 労　働　法 元前橋家庭裁判所長

水　町　勇一郎 労　働　法 東京大学社会科学研究所准教授

森　戸　英　幸 労　働　法 上智大学大学院法学研究科教授


